
 

第３次山形県循環型社会形成推進計画【中間見直し版】（案）についての意見募集の結果 

 

１ 意見の募集期間 

令和８年２月 12日（木）～ 令和８年３月４日（水） 

 

２ 提出された意見の件数 

10件（意見提出者数５人） 

 

３ 提出された意見の概要及び意見に対する県の考え方 

番号 意見の概要 県の考え方 

１ 本文 P.8の最語尾の記述について、2010

（平成 22）年 3月 30日付け環境省通知に

おいて、「民間団体等がボランティア活動と

して海岸漂着物等を回収した際に発生した

廃棄物については一般廃棄物である」と明

示の上、「民間団体等が事業委託等の事業と

して海岸漂着物等を回収した場合は、その

種類によって、一般廃棄物又は産業廃棄物

となる」となっているので、そのように掲

載した方が良いかと思います。 

御意見を踏まえ、民間団体等が回収した場

合の扱いを明確にするため、次のとおり修正

します。 

 

「なお、海岸管理者等が海岸漂着物等を回

収した際に発生した廃棄物（民間団体等が

事業委託等により、当該民間団体等の事業

として海岸漂着物等を回収した場合を含

む。）は、その種類によって一般廃棄物又は

産業廃棄物に、民間団体等がボランティア活

動として海岸漂着物等を回収した際に発生

した廃棄物については一般廃棄物に分類さ

れます。」 

２ 本文 P.36 に「飲食店等で使用される使い

捨てプラスチック製品等の使用抑制や、リサ

イクル・リユース製品の活用、環境に配慮し

た包装資材への転換促進等を支援します。」

とあります。 

インセンティブとして、具体的な仕組みや

補助制度等は想定されていますか。 

ごみの減量やリサイクルの推進等に取り

組む飲食店、宿泊施設、小売店・スーパー

を「もったいない山形協力店」として登録

し、県ホームページで紹介するほか、普及

啓発資材を配付するなど、事業者の取組み

を支援しています。また、事業者の３Ｒに

係る商品開発、事業化調査等への補助制度

も実施しております。 

引き続き、より効果的な支援施策を検討

してまいります。 

３ 本文 P.36 に「市町村によるプラスチック

資源循環促進法に基づくプラスチック使用

製品廃棄物の分別回収・再商品化の実施等の

体制整備に向け、助言等の支援を行います。」

とあります。 

山形県は、分別回収を促進する立場でしょ

うか。 

プラスチック資源循環促進法により、市

町村は、その区域内におけるプラスチック

使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集

物の再商品化に必要な措置を講ずるよう

努めなければならないとされています。 

県としても、一般廃棄物のリサイクル率

の向上に向けて、市町村によるプラスチッ

クに係る資源循環の取組み（分別回収、リ

サイクル等）に対し助言を行うなど支援し

てまいります。 

４ 本文 P.38 に「市町村とともに、集団回収

実施団体が減少している地域における新た

な団体の掘り起こしや新たな回収方法の検

討を行います。」とあります。 

どのようなものを想定されていますか。 

拠点回収、イベント回収の導入や、民間

事業者の活用など、より効果的な取組みを

市町村と連携して検討してまいります。 

５ 本文 P.38 に「リチウム蓄電池等による火

災事故等の発生を防止するため、市町村と連

携して分別・回収方法について周知徹底しま

県内市町村及び一部事務組合に周知し、適

切に対応くださるよう依頼しております。 
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番号 意見の概要 県の考え方 

す。」とあります。 

モバイルバッテリーやスマートフォンな

どに使われている「リチウムイオン電池」に

よる火災や発火事故が相次ぐ中、環境省は家

庭から出される不要になったすべての「リチ

ウムイオン電池」を市区町村が回収するよう

求める新たな方針をとりまとめ、令和７年４

月 15日付け環循適発第 2504151号により「市

町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理

に関する方針と対策について（通知）」を発

出していますが、このことの周知はされてい

るのでしょうか。 

６ 現在国（環境省）において、「不適正ヤー

ド」問題に係る法改正が議論されているこ

とを踏まえ、本文 P.49において、「不適正

ヤード（金属スクラップヤード等）」や「廃

棄物と有価物の混合物」を取り扱う業者に

ついても、立入検査等（監視・指導）の対

象として明記すべきです。 

不適正ヤード問題については、現在、政

府において法改正が進められているとこ

ろです。その動向を注視し、今後、不適正

ヤード問題に対する県としての対応を検

討してまいります。 

なお、法改正がなされた場合は、県とし

て適切に対応してまいります。 

７ 本文 P.49／３ 廃棄物の適正な処理によ

る環境負荷の低減／(１) 廃棄物の適正処理

の推進／５つ目の○に「県外産業廃棄物の

搬入規制（県外産業廃棄物の搬入は埋立実

績の２割以内）を継続する」とあります

が、次のとおり対応いただきたい。 

①計画に記す“規制”の文言が適切か否か

の検証。（参考：福島県廃棄物処理計画

（令和４年１月）／「最終処分業者への

県外物の搬入割合については…20％以下

を目標としつつ…指導していくこととし

ます。」） 

②段階的緩和等に向けた意見交換会を定例

的に継続開催する旨の追記。 

① 県外産業廃棄物の搬入規制（県外産業廃

棄物の搬入は埋立実績の２割以内とする）

については、現行の第３次山形県循環型社

会形成推進計画に規定しており、この扱い

は中間見直し後も継続したいと考えてい

ること、また「規制」という言葉は一般的

に使用されている言葉であることから、計

画本文の記載は現行計画の記載を継続し

ます。 

② 廃棄物の安定処理に向けては、今後も機

会を捉えて関係者等からご意見を伺いな

がら、循環型社会の形成に向けて取り組ん

でまいります。 

８ 本文 P.49 に記載されている「県外産業廃

棄物の搬入を埋立実績の２割以内とする」と

いう規制について、その「２割」という数値

の客観的な根拠を明示し、また、現在の廃棄

物排出量減少に伴う経営環境の変化を鑑み、

本規制の排除、あるいは大幅な緩和を求めま

す。 

特に近年は、産業廃棄物排出量が減少傾向

で、最終処分場の稼働率が低下しており、一

律規制を課すと、県内処理能力の維持を困難

にする恐れがあります。埋立処分場の継続的

な適切な運用を考慮すれば、少なくとも適正

な中間処理を経た廃棄物については２割規

制の対象外とする等、規制の対象区分を精緻

化すべきと考えます。 

また、国の第五次循環型社会形成推進基本

計画では、循環経済への移行に向けて、静脈

県外産業廃棄物の搬入規制（県外産業廃棄

物の搬入は埋立実績の２割以内とする）につ

いては、県内で発生する産業廃棄物の処分

先を将来にわたって安定的に確保するた

めに必要と考えております。「２割」以内と

したのは、地域住民の理解が得られるよう

配慮したものですので、御理解願います。 

なお、県外産業廃棄物の搬入規制は、埋

立処分される廃棄物に対するものであり、

循環利用される廃棄物に対して規制を課

すものではありません。 
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番号 意見の概要 県の考え方 

産業の高度化と安定化を重視しています。処

理後物まで一律割合規制を行うことは、広域

循環の最適化という国方針との整合性の観

点から再検討の余地があると考えます。 

９ 本文 P.49 において「優良産廃処理業者の

育成・増加に向けた指導を継続」とあります

が、単なる指導や許可更新時の働きかけに留

まらず、民間の投資意欲を喚起する実効性の

ある優遇措置を明記すべきです。 

他都道府県では、公共工事の総合評価落札

方式における加点評価や、許可申請書類の一

部省略といった具体的なインセンティブを

付与しています。本県においても、県発注業

務における優先的な指名や評価加点、または

行政手数料の減免、県独自の補助金採択時の

優先枠設定など、優良認定を受けることの経

済的・事務的メリットを明確に打ち出してく

ださい。 

優良産廃処理業者認定制度については、許

可の有効期間の延長や、許可申請時の添付書

類の一部省略などのインセンティブがあり

ます。また、産廃処理を委託する事業者にと

って、環境に配慮した事業活動を行っている

ことのアピールポイントになるものとして、

県民に広く紹介しているところです。 

公共工事に係る優遇措置や、補助金採択時

の優先枠については、許可取得を必要としな

い事業者とのバランスを考慮する必要があ

るため、現時点では考えておりません。 

10 本文P.52～／第５章３(４) 海岸漂着物等

の回収及び発生抑制の促進／「② 発生抑制

対策の推進、普及啓発・環境教育の実施」ま

たは「③ 関係者の相互協力」の項目に、以

下の内容を明記していただきたい。 

「海岸域だけではなく河川上流域、内陸域

から県民一丸となりごみを流出させないた

めの仕組みづくり（広報、啓発、家庭や事業

ごみの削減含む）を推進する」。 

 

 本文 P.54において、「山形県の海岸漂着ご

みは、その７割が県内の陸域部から流出した

ものと言われています」との指摘があり、本

文 P.53 において、マイクロプラスチック化

する前に「陸域部の街中や河川敷・水路等に

おいてごみの発生抑制を図ることが重要」と

あります。 

海岸漂着物問題を「海辺の課題」としての

み捉えるのではなく、内陸部や河川上流域を

含む全県的な課題とする必要がありますの

で、単なる「連携」に留まらず、広報や啓発、

さらには家庭・事業所におけるごみ削減まで

踏み込んだ「ごみを流出させない仕組み」を、

内陸部を含めた県民総ぐるみで構築してい

く姿勢を、計画上に明確に打ち出していただ

きたいと考えます。 

県では、市町村、消費者団体、ＮＰＯ法

人、商工業・製造業等の代表の委員及び公

募委員で構成する「ごみゼロやまがた推進

県民会議」を設置し、循環型社会の実現に

向け、「ごみゼロやまがた県民運動」を展開

しておりますが、御意見を踏まえ、本文

P.53「② 発生抑制対策の推進、普及啓発・

環境教育の実施」の項目に、次のとおり県

民運動の取組みに係る記載を追加します。 

 

「県民総参加による「ごみゼロやまがた

県民運動」を展開し、家庭や事業所におけ

るごみの削減や、陸域部での対策が海岸漂

着物等の発生抑制につながること等につ

いて、県民に対し広く周知・啓発します。」 

 

 

４ 問い合わせ先 

  山形県環境エネルギー部循環型社会推進課 リサイクル・環境産業担当 

  電話 ０２３－６３０－２３２４ 


